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監
軍
陳
效
と
「
万
暦
朝
鮮
の
役
」
〜
監
察
領
域
を
中
心
に
〜

　
　
　

荷
　
　
見

　
　
守

　
　
義

【
論

　
文
】

は
じ
め
に

　『
明
実
録
』
万
暦
二
五
年
九
月
戊
戌
（
十
日
）
の
条
に
、

　
　
命
浙
江
道
御
史
陳
效
為
朝
鮮
監
軍
、
紀
録
功
次
。

と
あ
り
、
浙
江
道
御
史
の
陳
效
に
朝
鮮
監
軍
を
命
じ
て
、
軍
功
を
記
録
さ
せ

る（
紀
功
）こ
と
と
し
た
事
が
分
か
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に『
明
実
録
』

万
暦
二
六
年
正
月
戊
戌
（
十
二
日
）
の
条
に
朝
鮮
監
軍
御
史
の
陳
效
が
八
議

を
上
奏
し
た
と
あ
る
。
陳
效
の
派
遣
は
万
暦
二
五
年（
一
五
九
七
）に
始
ま
っ

た
日
本
で
言
う
と
こ
ろ
の
慶
長
の
役
の
戦
功
評
価
の
た
め
に
送
り
込
ま
れ
た

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
陳
效
以
前
に
朝
鮮
監
軍
・
朝
鮮
監
軍
御
史
の
肩
書
き

の
者
は
管
見
の
限
り
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
陳
效
か
ら
始

ま
っ
た
肩
書
き
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
朝
鮮
監
軍
御
史
と
い
う
肩
書
が
実
際

に
使
わ
れ
た
名
称
か
と
言
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
断
言
で
き
な
い
。
つ

ま
り
、『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
宣
祖
三
一
年（
一
五
九
八
）二
月
朔
丙
辰（
一
日
）

の
条
に
は
、欽
差
監
察
遼
海
・
朝
鮮
等
処
監
察
軍
務
御
史
陳
效
と
記
録
さ
れ
、

以
後
の
同
実
録
の
中
で
は
御
史
・
陳
御
史
と
表
記
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
明

朝
側
と
朝
鮮
側
と
の
ど
ち
ら
の
記
録
が
正
し
い
の
か
と
言
え
ば
、
微
妙
な
と

こ
ろ
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
任
命
側
の
明
朝
の
記
録
に
信
を
置
く
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
同
様
に
『
明
実
録
』
も
編
纂
史
料
で
あ

る
た
め
、
編
者
の
認
識
が
織
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
つ
ま
り
、『
明
実
録
』
の
場
合
、
編
者
が
陳
效
は
朝
鮮
に
お

い
て
監
軍
に
任
じ
た
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
て
、
監
軍
に
朝
鮮
の
名
称
を

付
加
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、『
朝
鮮
王
朝
実
録
』

記
載
の
肩
書
の
遼
海
と
は
遼
東
の
こ
と
を
指
し
、
遼
東
鎮
の
こ
と
で
あ
る
の

で
、
遼
東
と
朝
鮮
の
軍
務
を
監
察
す
る
御
史
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
後
述
す

る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
肩
書
が
実
態
に
よ
り
近
い
の
で
あ
り
、
実

際
の
陳
效
の
肩
書
は
朝
鮮
側
に
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
妥

当
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、『
明
実
録
』
に
記
載
さ
れ
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て
い
る
「
朝
鮮
監
軍
」
に
類
す
る
表
記
は
、
編
者
が
「
朝
鮮
を
監
軍
」
す
る
役

職
に
あ
っ
た
と
陳
效
を
評
価
し
て
こ
の
よ
う
に
表
記
し
た
の
で
あ
っ
て
も
、

実
際
に
そ
の
よ
う
な
肩
書
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
で
は
監
軍
と
は
何
を
す
る
者
な
の
か
と
言
え
ば
、
監
軍
は
軍
を

監
察
す
る
こ
と
が
職
務
と
な
る
。
明
朝
の
軍
事
体
制
の
根
本
は
衛
所
制
で
あ

る（
１
）
。衛
所
は
明
軍
兵
士
の
駐
屯
単
位
で
あ
り
、
首
都
防
衛
や
辺
境
防
衛
に

は
こ
の
衛
所
か
ら
必
要
な
数
の
衛
所
官
軍
を
抽
出
し
て
派
遣
し
た
ほ
か
、
親

征
や
遠
征
の
場
合
に
も
同
じ
く
衛
所
官
軍
を
抽
出
し
て
部
隊
を
編
成
し
対
応

し
て
い
た
。
各
辺
境
に
は
辺
鎮
が
組
織
さ
れ
、
各
辺
鎮
で
は
衛
所
官
軍
に

よ
っ
て
辺
鎮
軍
が
編
成
さ
れ
、
総
兵
官
と
呼
ば
れ
る
将
官
が
中
央
か
ら
送
り

込
ま
れ
て
、
こ
れ
を
指
揮
・
統
括
し
て
い
た
。
辺
境
で
の
軍
事
行
動
の
場
合

は
こ
の
総
兵
官
が
指
揮
を
執
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
万
暦
朝
鮮
の
役
に

お
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
の
問
題
関
心
は
、
明
軍
の
朝
鮮
半
島
に

お
け
る
軍
事
活
動
に
お
い
て
、
軍
隊
の
管
理
、
特
に
監
視
体
制
は
ど
う
な
っ

て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
軍
将
兵
の
来
源
は
前
述
の
よ
う
に
衛
所

で
あ
る
が
、
こ
の
頃
は
軍
士
の
逃
亡
が
深
刻
化
し
、
士
気
も
乏
し
か
っ
た
た

め
、
将
官
は
自
前
の
部
隊
で
あ
る
私
兵
集
団
を
率
い
る
こ
と
が
常
態
化
し
て

い
た
。
朝
鮮
半
島
に
送
り
込
ま
れ
た
遼
東
鎮
を
中
心
と
す
る
明
軍
も
衛
所
官

軍
と
私
兵
の
混
成
部
隊
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
平
素
よ
り
指
揮
官
に
よ
る
部
下

の
搾
取
は
常
態
化
し
て
い
た
た
め
、
ま
す
ま
す
軍
士
の
逃
亡
に
拍
車
を
か
け

る
有
様
で
あ
っ
た
し
、
軍
士
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
俸
給
が
将
官
に
よ
っ
て
搾

取
さ
れ
る
こ
と
も
常
態
化
し
て
い
た
。
ま
た
、
戦
闘
に
お
け
る
損
害
を
覆
い

隠
し
て
将
官
が
処
罰
を
逃
れ
る
だ
け
で
な
く
、
架
空
の
軍
功
を
創
造
し
て
恩

賞
や
昇
進
に
繋
げ
た
り
、
失
策
の
責
任
を
軍
士
に
つ
け
回
す
な
ど
の
、
前
線

に
お
け
る
不
正
を
ど
の
よ
う
に
抑
制
す
る
か
は
深
刻
な
問
題
で
あ
っ
た
。
こ

の
た
め
、
辺
鎮
に
は
中
央
か
ら
巡
按
監
察
御
史
が
送
り
込
ま
れ
て
、
官
軍
に

対
す
る
監
視
体
制
が
敷
か
れ
て
い
た
。
た
だ
、
朝
鮮
は
辺
鎮
の
領
域
内
で
は

な
い
た
め
、
制
度
が
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
万
暦
朝

鮮
の
役
に
お
い
て
朝
鮮
半
島
に
派
遣
さ
れ
た
明
軍
の
監
視
体
制
は
ど
う
な
っ

て
い
た
か
が
問
題
と
な
る
。

　
元
来
、
監
軍
御
史
は
戦
功
評
価
の
た
め
の
御
史
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が（
２
）
、
陳
效
が
朝
鮮
に
派
遣
さ
れ
た
時
期
の
監
軍

御
史
と
し
て
は
、『
明
実
録
』
に
よ
れ
ば
陳
效
以
外
に
は
梅
国
禎
が
ボ
ハ
イ

の
反
乱
鎮
圧
に
関
わ
っ
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
明
朝
に
と
っ
て

の
藩
属
国
で
あ
る
朝
鮮
国
内
に
お
け
る
監
軍
は
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮
出
兵

時
、
つ
ま
り
、
特
に
慶
長
の
役
時
に
し
か
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
事
例
で
は

あ
る
が
、
従
来
、
殆
ど
実
態
の
明
ら
か
で
な
い
監
軍
御
史
の
活
動
実
態
に
つ

い
て
知
る
上
で
貴
重
な
事
例
で
あ
る（
３
）
。
但
し
、
注
意
す
べ
き
は
、
監
軍

の
肩
書
の
使
わ
れ
方
で
あ
る
。
監
軍
な
し
の
軍
事
行
動
と
い
う
も
の
は
考
え

難
い
の
で
、
監
軍
の
肩
書
の
な
い
状
態
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
か
の
類
似
の
機

能
が
代
替
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
と
り
あ

え
ず
本
編
で
は
陳
效
の
事
跡
を
中
心
に
見
て
み
た
い
。

　
と
も
あ
れ
朝
鮮
に
お
け
る
監
軍
御
史
と
い
う
肩
書
は
陳
效
に
つ
い
て
の
記

録
に
現
れ
、
杜
潛
と
い
う
人
物
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
、
本
稿
で
は

陳
效
と
杜
潛
を
取
り
上
げ
て
、
朝
鮮
に
お
け
る
監
軍
活
動
に
つ
い
て
、
監
軍

活
動
領
域
の
問
題
を
軸
に
活
動
実
態
の
一
端
に
迫
っ
て
み
た
い
。

　
な
お
、
戦
役
呼
称
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
文
禄
・
慶
長
の
役
、
明
朝
で
は

万
暦
朝
鮮
の
役
、
朝
鮮
で
は
壬
辰
・
丁
酉
倭
乱
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
戦

役
全
体
を
指
す
場
合
に
は
万
暦
朝
鮮
の
役
、
部
分
を
指
す
場
合
に
は
文
禄
の

役
か
慶
長
の
役
で
呼
称
す
る
。
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一
、
陳
效
の
監
軍
御
史
着
任

　『
明
実
録
』
万
暦
二
五
年
九
月
壬
辰
（
四
日
）
の
条
に
、

大
学
士
趙
志

疏
言
、
倭
之
不
能
北
犯
中
国
者
、
惟
恃
朝
鮮
全
・
慶
二

道
為
我
衛
耳
。
全
・
慶
亡
、
朝
鮮
必
亡
、
朝
鮮
一
亡
、
則
倭
不
従
陸
犯

遼
、
必
従
東
漢
・
臨
津
・
晴
川
・
大
定
・
大
同
・
鴨
緑
諸
江
、
分
兵
四

出
。
凡
東
南
沿
海
、
皆
有
切
近
之
憂
。
此
目
今
一
大
患
也
。
故
全
慶
必

当
屯
兵
、
以
至
沿
海
辺
衛
、
均
当
預
防
、
天
津
・
登
・
萊
、
莫
若
添
設

備
倭
撫
臣
一
員
、
南
防
中
原
、
北
壮
神
京
、
東
障
海
島
、
此
内
防
之
最

不
可
缺
者
。
更
乞
特
遣
御
史
、為
監
軍
紀
録
功
次
、以
明
賞
罰
。
部
覆
、

允
行
。

と
あ
り
、
内
閣
大
学
士
趙
志

は
慶
長
の
役
に
際
し
て
、
日
本
軍
が
中
国
北

部
に
進
寇
で
き
な
い
の
は
、
朝
鮮
の
全
羅
・
慶
尚
道
で
の
防
衛
が
あ
っ
た
れ

ば
こ
そ
と
い
う
認
識
を
示
し
、
日
本
軍
が
朝
鮮
を
滅
ぼ
し
た
の
ち
北
進
し
て

遼
東
に
侵
入
し
て
来
る
の
で
な
け
れ
ば
各
河
川
沿
い
に
侵
入
し
て
来
る
の
で

は
な
い
か
と
の
見
解
を
示
し
た
。
ま
た
東
南
沿
海
も
近
接
し
て
い
て
危
険
で

あ
る
の
で
、
天
津
や
山
東
沿
海
の
防
備
を
厳
重
に
す
る
こ
と
を
提
起
す
る
と

と
も
に
、
特
に
御
史
を
派
遣
し
て
軍
を
監
視
し
て
軍
功
を
記
録
し
て
賞
罰
を

明
ら
か
に
す
る
よ
う
提
起
し
て
い
る
。
前
述
の
万
暦
二
五
年
九
月
戊
戌
（
十

日
）
に
お
け
る
陳
效
の
監
軍
御
史
就
任
は
こ
の
趙
志

に
よ
る
提
起
を
受
け

た
も
の
で
あ
っ
た
。

　『
明
実
録
』
万
暦
二
六
年
正
月
戊
戌
（
十
二
日
）
に
は
、

兵
部
題
覆
、
朝
鮮
監
軍
御
史
陳
效
条
上
八
議
。

一
議
、
帥
多
體
敵
、
恐
不
相
下
。
宜
略
去
嫌
疑
、
共
成
国
事
。

二
議
、
兵
多
烏
合
、
而
将
領
又
多
侵
漁
、
恐
其
解
体
。
宜
加
撫
循
、
更

行
簡
汰
。

三
議
、倭
占
機
釜
戦
而
不
勝
、勢
必
分
犯
沿
海
之
区
。
宜
多
調
船
・
兵
、

設
奇
、
以
待
。

四
議
、
平
・
行
二
酋
中
離
外
合
。
当
用
間
諜
、
以
携
其
党
。
而
平
酋
不

死
、
倭
患
不
絶
。
宜
募
閩
地
著
姓
、
檄
海
外
各
国
、
併
力
翦
除
。

五
議
、
遼
卒
参
千
膏
身
異
域
、
応
照
例
厚
恤
尤
。
宜
懲
退
縮
而
励
勇
、

敢
罪
欺
弊
、
而
堅
敵
愾
。

六
議
、
遼
左
地
軫
朝
鮮
、
且
界
大
海
、
倭
奴
揚
帆
西
指
、
実
為
可
虞
。

宜
将
調
去
遼
兵
、
俟
大
兵
齊
集
之
時
、
尽
令
還
伍
。

七
議
、
東
征
餽
運
、
宜
令
隨
地
宣
労
、
勿
独
累
遼
左
。

八
議
、
東
征
兵
餉
、
歳
費
八
十
余
万
脱
、
或
倭
不
即
平
、
其
何
能
継
。

宜
開
贖
罪
援
納
通
商
之
利
、
以
裕
接
済
。
以
上
八
款
。
或
移
文
経
略
撫

鎮
及
督
餉
衙
門
、

照
挙
行
。
或
曾
経
本
部
議
、
及
今
、
再
勘
酌
劑
量

以
当
妥
当
。
或
令
行
間
、
諸
臣
便
宜
行
事
、
総
図
万
全
、
以
奏
功
而
已

報
可
。
仍
諭
師
克
在
和
。
各
総
兵
官
務
聴
総
督
部
署
、
不
許
参
差
・
捕

調
及
妬
忌
・
混
争
。
東
征
但
期
成
功
、
不
貴
欲
速
前
報
斬
獲
。
恐
狡
倭

誘
我
、
更
宜
慎
重
、
必
須
兵
集
・
餉
裕
、
務
図
万
全
取
勝
。
還
伝
与
総

督
等
官
、
毋
得
顧
忌
軽

、
玩
敵
誤
事
。

と
あ
り
、
軍
隊
の
あ
り
方
や
戦
術
、
朝
鮮
で
展
開
す
る
遼
東
兵
員
の
優
遇
、

遼
東
の
防
衛
策
、
軍
糧
供
給
、
軍
費
を
ま
か
な
う
た
め
の
増
税
策
ま
で
、
提

議
は
多
岐
に
及
ぶ
。
監
軍
と
一
言
で
表
現
さ
れ
る
職
務
が
、
単
に
戦
功
を
評

価
す
る
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
陳
效
の
提
起
は
兵
部
に
よ
っ

て
覆
議
さ
れ
、
皇
帝
の
裁
可
を
得
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
周

永
春
撰
『
絲
綸
録
』
巻
四
に
、

二
十
六
年
正
月
十
二
日
、
兵
部
一
本
、
東
征
宜
重
国
威
勝
算
等
事
。
覆
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陳
效
奉
聖
旨
、
這
所
議
、
都
准
。
行
師
克
在
和
、
各
総
兵
官
務
聴
総
督

部
署
、分
進
不
許
参
差
推
調
及
妬
忌
、混
争
。
違
者
不
時
密
奏
、処
治
。

東
征
但
期
成
功
、
不
責
欲
速
前
報
斬
獲
。
恐
佼
倭
誘
我
、
更
宜
慎
重
、

必
須
兵
集
・
餉
裕
、
務
図
万
全
取
勝
。
還
伝
与
総
督
等
官
、
毋
得
顧
忌

軽

、
玩
敵
悞
事
。

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
分
か
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
浙
江
道
御
史
で
あ
っ
た
陳
效
に
監
軍
御
史
が
命
じ
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
陳
效
の
経
歴
を
追
っ
て
行
く
と
、
万
暦
十
六
年
（
一
五

八
八
）
三
月
に
陳
效
は
風
憲
司
分
註
南
北
各
道
御
史
試
職
に
任
じ
ら
れ
た（
４
）

後
、
万
暦
十
六
年
八
月
に
は
四
川
辺
境
の
御
史
と
し
て
防
備
に
つ
い
て
細
や

か
な
指
摘
を
し
て
、
兵
部
に
附
議
さ
れ
て
い
る（
５
）
。『
明
実
録
』
万
暦
十
八

年
十
二
月
癸
未
（
十
五
日
）
の
条
に
は
、

先
是
、貴
州
巡
撫
都
御
史
葉
夢
熊
疏
、論
播
州
宣
慰
楊
応
龍
兇
悪
諸
事
、

竝
参
川
東
道
副
使
朱
運
昌
容
情
故
縦
、
不
行
会
勘
。
巡
按
御
史
陳
效
、

則
歴
数
楊
応
龍
十
二
大
罪
、
而
復
次
其
怙
兇
阻
勘
之
状
。
及
四
川
撫
臣

李
尚
思
議
防
禦
松
潘
、
宜
調
宣
慰
司
土
兵
、
令
備
協
守
、
而
按
臣
李
化

龍
亦
疏
、
請
暫
免
勘
問
、
俟
徵
兵
禦
虜
之
後
、
再
為
議
処
。
部
覆
、
以

応
龍
革
職
、
仍
戴
罪
立
功
、
会
勘
改
限
、
朱
運
昌
罰
俸
。
久
之
、
両
省

撫
按
各
疏
奏
辯
、
在
四
川
則
謂
応
龍
無
可
勦
之
罪
、
在
貴
州
則
謂
四
川

有
私
昵
応
龍
之
心
。
於
是
、
都
給
事
中
張
希
皋
・
給
事
中
陳
尚
象
各
具

疏
、
以
事
属
重
大
、
両
省
利
害
亦
豈
漫
不
相
関
者
。
乞
勅
下
、
従
公
会

勘
、
或
勦
、
或
宥
、
毋
執
成
心
、
俱
下
部
議
。

と
あ
り
、
陳
效
は
万
暦
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
は
貴
州
巡
按
監
察
御
史
と

な
っ
て
い
た
。
播
州
宣
慰
使
で
あ
る
楊
応
龍
の
悪
事
を
貴
州
巡
撫
の
葉
夢
熊

と
と
も
に
列
挙
し
て
弾
劾
す
る
よ
う
上
奏
し
た
。
し
か
し
、
四
川
巡
撫
李
尚

思
、
四
川
巡
按
監
察
御
史
李
化
龍
は
こ
れ
に
呼
応
す
る
こ
と
は
な
く
、
楊
応

龍
に
対
す
る
取
り
調
べ
は
先
延
ば
し
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、『
明
実

録
』
万
暦
十
九
年
二
月
戊
子
（
二
一
日
）
の
条
に
は
、

貴
州
撫
臣
葉
夢
熊
与
按
臣
陳
効
疏
、
劾
楊
応
龍
逆
悪
、
已
奉
旨
会
勘
、

而
四
川
按
臣
李
化
龍
欲

応
龍
之
罪
。
復
題
、
応
龍
罪
犯
必
誅
、
其
所

轄
五
司
与
土
同
知
俱
背
之
、
来
帰
願
属
重
慶
。
衆
叛
親
離
、
何
至
有
不

測
之
慮
。
且
五
司
等
、
既
無
帰
路
、
将
駆
而
帰
之
。
応
龍
保
無
悉
怛
謀

境
上
之
惨
。
乞
特
遣
科
臣
公
勘
。
章
下
部
、
覆
以
応
龍
未
見
抗
命
而
不

服
会
勘
。
四
川
按
臣
未
嘗
庇
応
龍
而
執
不
会
勘
。

勘
、
還
属
之
両

省
。
科
臣
可
無
議
遣
也
。
其
五
司
等
苗
、果
否
愿
属
重
慶
、作
何
安
插
、

相
応
詳
加
議
処
。
上
曰
、
楊
応
龍
已
有
旨
了
、
帰
附
人
衆
、
安
插
改
属

事
、
宜
着
該
撫
按
従
長
計
議
、
停
当
具
奏
。
毋
得
推

。

と
あ
り
、
こ
の
時
も
葉
夢
熊
と
陳
効
は
楊
応
龍
の
悪
事
を
並
べ
立
て
て
取
り

調
べ
を
す
る
旨
の
皇
帝
の
指
示
を
取
り
付
け
た
が
、
ま
た
し
て
も
四
川
巡
按

監
察
御
史
李
化
龍
は
楊
応
龍
を
処
罰
す
る
こ
と
で
惹
起
す
る
騒
乱
の
方
を
心

配
し
、
楊
応
龍
を
庇
っ
て
取
り
調
べ
に
応
じ
な
か
っ
た
。
皇
帝
も
楊
応
龍
が

帰
附
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
四
川
巡
撫
・
巡
按
の
対
応
に
任
せ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
な
お
、『
明
実
録
』万
暦
十
九
年
五
月
癸
巳（
二
九
日
）の
条
に
は
、

挙
参
将
朱
鶴
齢
等
参
都
司
款
扆
、
革
任
回
衛
。
従

按
貴
州
陳
效
之
劾

也
。

と
あ
り
、
陳
效
は
お
お
よ
そ
万
暦
十
八
年
か
ら
十
九
年
（
一
五
九
一
）
に
か

け
て
貴
州
巡
按
監
察
御
史
の
地
位
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、

前
述
の
よ
う
に
、
万
暦
二
五
年
九
月
に
浙
江
道
御
史
か
ら
監
軍
御
史
に
任
命

さ
れ
る
ま
で
の
間
の
経
歴
は
不
明
で
あ
る
。
従
っ
て
、
陳
效
が
監
軍
に
任
命

さ
れ
た
理
由
は
不
明
と
し
か
言
い
得
な
い
も
の
の
、
僻
遠
の
地
の
巡
按
に
お
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い
て
叛
服
常
無
い
楊
応
龍
に
つ
い
て
一
貫
し
て
厳
し
い
態
度
を
執
っ
て
お

り
、
先
鋭
化
す
る
楊
応
龍
に
対
す
る
陳
效
の
先
見
の
明
が
或
い
は
評
価
さ
れ

た
の
か
も
し
れ
な
い（
６
）
。

二
、
監
軍
御
史
と
し
て
の
陳
效

　『
明
実
録
』
二
五
年
春
正
月
丙
辰
（
二
五
日
）
の
条
に
、

朝
鮮
国
王
李

以
倭
情
緊
急
、
請
救
。
兵
部
言
、
此
奏
乃
去
年
十
一
月

以
前
事
。
是
時
、冊
使
未
回
日
本
。
以
朝
鮮
遣
使
、官
卑
礼
薄
、不
納
。

其
使
帰
報
、
有
仍
欲
索
要
王
子
等
語
。
今
、
楊
方
亨
奏
報
封
事
、
已
竣

止
。
是
責
備
朝
鮮
礼
文
、
已
経
覆
議
、
令
沈
惟
敬
調

矣
。
其
請
兵
一

節
、
宜
勅
朝
鮮
、
自
為
隄
備
、
不
得
専
恃
天
朝
救
援
。
得
旨
行
朝
鮮
国

王
修
備
修
睦
、
以
保
疆
土
、
毋
得

安
起
。

と
あ
り
、
同
二
月
丙
寅
（
五
日
）
に
は
、

集
廷
臣
、
会
議
倭
情
時
、
朝
鮮
陪
臣
刑
曹
鄭
期
遠
痛
哭
求
援
。
遼
東
副

総
兵
馬
棟
報
、
倭
将
清
正
領
兵
、
騎
舡
二
百
余
隻
、
于
正
月
十
四
日
、

到
朝
鮮
岸
、
至
原
駐
機
張
営
。
駐

給
事
中
徐
成
楚
言
、
海
舡
一
隻
、

小
亦
不
下
百
人
。
今
称
二
百
余
隻
、兵
当
不
減
二
万
余
衆
、防
禦
事
宜
、

亟
当
早
図
。
乃
下
廷
臣
会
議
。

と
あ
り
、
同
丙
子
（
十
五
日
）
の
条
に
は
、

命
原
任
鎮
守
延
綏
等
処
総
兵
官
署
都
督
同
知
麻
貴
、
以
原
官
、
充
備
倭

総
兵
官
。

と
あ
り
、
同
三
月
乙
巳
（
十
五
日
）
の
条
に
は
、

陞
山
東
右
参
政
楊
鎬
為
都
察
院
右
僉
都
御
史
、
経
理
朝
鮮
軍
務
。

と
あ
り
、
同
戊
午
（
二
八
日
）
の
条
に
は
、

大
学
士
張
住
等
言
、
東
方
兵
寄
無
踰
。
邢
玠
乞
用
為
総
督
、
蕭
大
亨
堪

任
本
兵
、
乞
改
。
兵
部
尚
書
楊
鎬
、
適

親
喪
、
宜
奪
情
起
復
。
復
再

疏
保
挙
大
亨
。
俱
不
報
。

と
あ
り
、
同
己
未
（
二
九
日
）
の
条
に
は
、

陞
兵
部
左
侍
郎
邢
玠
為
兵
部
尚
書
兼
都
察
院
右
副
都
御
史
総
督
薊
遼
保

定
軍
務
兼
理
糧
餉
経
略
禦
倭
。

と
あ
る
。
日
明
間
の
和
議
交
渉
（
豊
臣
秀
吉
の
冊
封
）
が
破
れ
た
今
、
日
本

軍
は
再
び
動
き
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
応
し
た
明
朝
・
朝
鮮
の
動

き
は
速
か
っ
た
。
大
学
士
張
住
等
の
提
起
で
経
略
に
押
さ
れ
た
邢
玠
を
中
心

に
出
軍
準
備
が
進
む
中
、
前
述
の
よ
う
に
九
月
に
陳
效
は
監
軍
御
史
に
任
命

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た（
８
）
。

　
か
く
て
監
軍
御
史
の
任
に
つ
い
た
陳
效
の
事
績
に
つ
い
て
見
て
い
く
が
、

『
明
実
録
』
万
暦
二
五
年
十
二
月
癸
酉
（
十
七
日
）
の
条
に
は
、

遼
陽
監
軍
御
史
陳
効
奏
、達
賊
抄
花
児
糾
謀
土
蠻
罕
部
落
衆
、踰
十
万
、

結
営
百
余
里
、
搶
殺
人
畜
、
動
以
万
計
、
而
楊
昶
・
白
清
両
民
寨
、
被

禍
、
尤
惨
参
。
瀋
陽
遊
擊
陳
志
・
呉
希
漢
革
任
回
衛
。

と
あ
る
。
遼
東
鎮
の
拠
点
は
広
寧
に
あ
る
が
、
本
鎮
は
遼
河
で
大
き
く
東
西

の
二
地
域
に
分
か
れ
、
遼
河
河
西
の
拠
点
を
広
寧
は
兼
ね
、
遼
東
河
東
の
拠

点
は
遼
陽
と
な
る
。
ま
た
、
遼
陽
は
遼
東
都
司
所
在
地
で
も
あ
る
。
こ
の
当

時
の
遼
東
鎮
に
は
監
軍
御
史
は
派
遣
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
遼
陽
監
軍

御
史
の
陳
効
な
る
人
物
も
そ
の
肩
書
き
も
ほ
か
で
は
見
な
い
も
の
で
あ
る
。

陳
效
と
陳
効
は
人
名
表
記
の
僅
か
な
相
違
で
あ
る
の
で
、
同
一
人
物
と
見
て

よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
監
軍
御
史
に
任
命
さ
れ
た
陳
効
は
ま
ず

遼
東
鎮
に
赴
き
、
遼
陽
に
滞
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も

朝
鮮
に
送
り
込
ま
れ
る
明
軍
の
主
体
は
遼
東
鎮
の
軍
隊
、
特
に
李
成
梁
に
根
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源
を
持
つ
李
軍
閥
が
中
核
で
あ
る
以
上
、
朝
鮮
に
向
か
う
道
す
が
ら
遼
東
に

滞
在
し
、
遭
遇
し
た
モ
ン
ゴ
ル
の
遼
東
鎮
襲
撃
に
つ
い
て
監
察
結
果
を
上
奏

し
て
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
但
し
、「
遼
陽
監
軍
御
史
」
と
い
う
不

可
思
議
な
肩
書
が
存
在
し
た
と
は
思
え
な
い
。
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の

は
、
本
稿
冒
頭
の
「
欽
差
監
察
遼
海
・
朝
鮮
等
処
監
察
軍
務
御
史
」
の
肩
書

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
陳
效
は
遼
東
鎮
と
朝
鮮
の
二
領
域
に
お
け
る
監
軍
を
兼

務
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
述
の
史
料
内
容
と
も
符
号
す
る
。

　
こ
の
上
で
前
述
の
よ
う
に
万
暦
二
六
年
正
月
に
八
議
を
上
奏
し
、
朝
鮮
派

遣
明
軍
の
問
題
点
を
列
挙
し
た
の
で
あ
っ
た
。『
明
実
録
』
万
暦
二
六
年
三

月
戊
申
（
二
三
日
）
の
条
に
は
、

戸
部
尚
書
楊
俊
民
題
称
、
前
督
餉
侍
郎
張
養
蒙
議
、
於
密
雲
・
薊
州
・

永
平
三
道
、
各
借
倉
糧
共
十
万
石
、
責
令
造
車
運
赴
義
州
、
又
議
、
差

官
赴

奠
、
金
・
復
・
遼
陽
・
広
・
永
出
産
米
粟
、
処
平
糴
、
又
将
陸

運
、
直
抵
不
若
短
盤
。
今
、
巡
撫
遼
東
張
思
忠
題
、
拠
各
道
王
邦
俊
等

呈
報
、
及
同
経
略
邢
玠
・
御
史
陳
效
会
議
、
皆
以
為
必
不
能
行
。
合
応

酌
請
、
一
面
移
文
遼
東
巡
撫
、
将
該
鎮
本
年
応
運
糧
餉
、
除
運
過
七
万

六
千
九
百
九
十
余
石
、
尚
有
未
運
二
十
六
万
三
千
余
石
、
督
行
該
道
、

厳
催
速
運
朝
鮮
接
済
。
一
面
移
文
順
天
巡
撫
、責
令
薊
・
密
・
永
三
道
、

各
将
派
運
倉
糧
共
十
万
石
短
盤
、
至
山
海
関
、
暫
貯
空
閑
倉
厫
、
就
近

遼
陽
、
以
備
緩
急
。
一
面
移
文
山
東
・
天
津
各
巡
撫
、

将
海
運
糧
船

已
発
者
、
令
兼
程
前
進
、
未
発
者
、
令
速
装
出
海
如
海
運
。
通
達
二
処

畢
済
、
則
山
海
暫
貯
倉
糧
、
就
於
芝
蔴
湾
、
発
船
続
運
、
可
省
遼
鎮
一

番
労
費
。
万
一
海
運
有
阻
、
東
餉
告
急
。
聴
本
部
、
臨
時
酌
処
運
費
、

給
発
遼
陽
、就
山
海
設
法
短
盤
、該
鎮
亦
難
以
偏
累
為
辞
也
。
上
然
之
。

と
あ
り
、
軍
糧
の
確
保
・
輸
送
に
つ
い
て
経
略
邢
玠
と
と
も
に
会
議
し
て
い

る
。
輸
送
の
ポ
イ
ン
ト
は
陸
路
で
は
遼
東
鎮
、
海
路
で
は
山
東
・
天
津
か
ら

の
運
び
込
み
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
が
、
沿
路
に
大
き
な
負
担
の
掛
か
る
問

題
で
あ
っ
た
。

　『
明
実
録
』
万
暦
二
六
年
六
月
丙
子
（
二
三
日
）
の
条
に
は
、

詔
更
万
世
徳
経
略
朝
鮮
、
汪
応
蛟
巡
撫
天
津
、
以
監
軍
陳
效
専
駐
朝
鮮

紀
察
功
罪
、
另
差
御
史
一
員
、
巡
按
遼
東
。

と
あ
り
、
ま
た
、
天
津
巡
撫
で
あ
っ
た
万
世
徳
を
こ
こ
で
は
経
略
朝
鮮
と
し

た
と
あ
る
が
、『
明
実
録
』
で
は
同
年
八
月
己
卯
（
二
六
日
）
に
都
察
院
右
僉

都
御
史
経
理
朝
鮮
軍
務
と
あ
る
の
で
、
経
理
朝
鮮
に
任
じ
た
の
で
あ
り
、
代

わ
り
に
汪
応
蛟
を
天
津
巡
撫
に
し
た
の
で
あ
る
。
陳
效
は
専
ら
朝
鮮
に
滞
在

し
て
監
軍
の
任
務
に
当
た
る
と
と
も
に
、
遼
東
鎮
に
は
別
に
御
史
を
派
遣
し

て
巡
按
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
と
い
う
旨
の
指
示
が
出
た
。
各
地
方
や
軍
管
区

な
ど
に
派
遣
さ
れ
て
監
察
の
任
に
当
た
っ
た
御
史
を
巡
按
監
察
御
史
と
い
う

が
、遼
東
鎮
は
元
来
、山
東
省
の
一
部
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
て
、

遼
東
鎮
と
山
東
省
に
派
遣
さ
れ
る
巡
按
監
察
御
史
は
と
も
に
巡
按
山
東
監
察

御
史
と
い
う
が
、
肩
書
き
と
し
て
の
名
称
が
同
じ
で
も
、
遼
東
鎮
に
派
遣
さ

れ
る
巡
按
山
東
監
察
御
史
は
遼
東
鎮
の
み
を
、
山
東
省
に
派
遣
さ
れ
る
巡
按

山
東
監
察
御
史
は
山
東
省
の
み
を
監
察
対
象
と
し
た
。
つ
ま
り
、
陳
效
は
遼

東
鎮
に
お
け
る
巡
按
も
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
指
し
て
遼

陽
監
軍
御
史
と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
巡
按
と
監
軍
と
で
は
任
務
で

重
な
り
合
う
と
こ
ろ
も
あ
る
が
基
本
的
に
性
格
が
違
う
。
巡
按
は
予
め
定
め

ら
れ
た
領
域
に
お
い
て
監
察
業
務
を
行
う
わ
け
で
あ
る
が
、
監
軍
に
は
そ
れ

は
設
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
軍
の
活
動
に
従
っ
て
監
察
を
行
う
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
同
じ
く
『
明
実
録
』
万
暦
二
六
年
六
月
辛
巳
（
六
日
）
の
条
に
は
、

兵
科
給
事
中
徐
観
瀾
奏
、

勘
東
征
事
宜
。
一
、
請
勅
諭
朝
鮮
君
臣
、
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前
経
理
奉
職
無
状
業
、
已
罷
還
。
従
此
、

衆
整
兵
、
禁
勿
侵
掠
。
王

宜
嘗
膽
臥
薪
、
練
主
兵
、
儲
客
餉
、
興
復
輿
図
之
旧
。
一
、
請
勅
戒
南

北
諸
将
。
朝
廷
録
功
使
過
、
恩
徳
良
厚
、
宜
釈
嫌
疑
、
共
抒
忠
勇
、
慎

勿
彼
此
異
視
。
今
後
、
凡
有
功
罪
、
従
公
賞
罰
、
敢
有
不
遵
諭
旨
者
、

督
撫
以
軍
法
従
事
。
一
、
諸
（
マ
マ
、
請
）
勅
督
撫
諸
臣
、
歴

陣
亡

将
卒
、
或
設
祭
以
掩
其
骸
、
或
給
賞
、
以

其
家
、
傷
者
厚
撫
而
遣
之
、

還
存
者
少
優
以
作
其
気
、
庶
六
師
咸
奮
。
一
、
請
勅
都
察
院
、
速
差
巡

按
御
史
一
員
、
巡
按
遼
東
、
陳
效
速
赴
朝
鮮
、
会
勘
功
罪
、
庶

核
任

専
、
日
後
軍
中
不
敢
隱
弊
。
一
、
請
勅
督
撫
諸
臣
、
共
秉
公
忠
、
各
輸

肝
膽
会
議
、
絲
毫
無
隱
奏
報
、
従
実
具
聞
。
庶
足
明
臣
子
不
欺
之
義
、

而
抒
皇
上
東
顧
之
憂
。
下
該
部
議
。

と
あ
り
、
朝
鮮
派
遣
明
軍
の
戦
死
者
家
族
の
処
遇
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、

陳
效
を
遼
東
鎮
監
察
か
ら
速
や
か
に
外
し
て
朝
鮮
に
派
遣
す
べ
き
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
た
。
茅
瑞
徵
撰
『
万
暦
三
大
征
考
』 

倭
下
に
は
、

十
一
月
、
経
略
渡
鴨
緑
、
二
十
九
日
、
抵
王
京
、
共
議
進
勦
。
而
所
調

宣
大
延
浙
諸
勝
兵
竝
集
、
乃
分
三
協
、
左
李
如
梅
、
右
李
芳
春
・
解
生

中
・
高
策
、
竝
以
副
総
兵
分
将
。
時
監
軍
為
御
史
陳
效
。
上
復
賜
経
略

尚
方
剣
、
重
事
権
。
経
略
計
令
麻
将
軍
、
同
経
理
督
左
右
協
、
自
忠
州

鳥
嶺
、
向
東
安
、
趨
慶
州
、
専
攻
清
正
。
恐
行
長
自
西
来
援
、
令
中
協

兵
馬
、
近
宜
城
、
東
援
両
協
、
西
扼
全
羅
援
倭
。
又
于
三
協
中
摘
馬
兵

千
五
百
、
同
朝
鮮
合
営
、
由
天
安
全
州
南
原
而
下
、
大
張
旗
鼓
、
詐
攻

順
天
等
処
、
以
牽
行
長
。
我
師
陸
路
粗
備
、
独
水
兵
屢
檄
不
至
。
既
大

聚
兵
。
経
略
与
麻
将
軍
、於
十
二
月
二
十
日
、会
慶
州
、探
倭
屯
蔚
山
。

蔚
山
之
南
島
山
竝
不
甚
高
、
而
城
皆
依
山
険
、
中
一
江
通
釜
寨
。
其
陸

路
則
由
彦
陽
、通
釜
山
。
麻
将
軍
欲
専
攻
蔚
山
、恐
釜
倭
由
彦
陽
来
援
、

令
中
協
高
策
・
呉
惟
忠
等
扼
梁
山
、
左
協
董
正
誼
等
赴
南
原
張
疑
、
又

遣
右
協
盧
継
忠
兵
二
千
、
屯
西
江
口
防
水
路
援
於
…
（
後
略
）

と
あ
る
が
、
陳
效
の
朝
鮮
入
り
は
、『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
の
前
掲
史
料
が
陳

效
記
事
の
初
出
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
万
暦
二
六
年
正
月
の
こ
と
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
後
の
足
跡
は
、『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
に
よ
れ
ば
、

同
年
三
月
二
四
日
に
帰
国
し
た
後
、
再
び
九
月
二
八
日
に
ソ
ウ
ル
入
り
し
、

監
軍
行
務
に
従
事
し
、
翌
三
月
四
日
に
陳
效
の
死
去
が
朝
鮮
国
王
に
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
陳
效
は
朝
鮮
と
遼
東
鎮
を
行
き
来
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
問
題
は
や
は
り
遼
東
鎮
監
察
業
務
を
外
す
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。『
明
実
録
』
万
暦
二
六
年
七
月
己
亥
（
十
六
日
）
の
条
に
は
、

監
軍
御
史
陳
效
言
、
東
事
難
欺
、
煩
言
難
拠
。
大
略
謂
、
撫
臣
楊
鎬
負

気
任
事
、
厳
急
招
尤
、
功
次
未
分
、
怨
謗
漸
起
、
失
意
奸
将
与
被
逐
流

客
游
、
言
喪
敗
都
市
如
簧
、
而
賛
画
主
事
丁
応
泰
墮
姦
将
高
策
之
計
、

復
以
其
身
、証
之
。
恐
煩
言
一
布
士
庶
、交
疑
恩
仇
、徒
快
羣
讒
国
家
、

反
成
戲
局
。
乞
専
勅
科
臣
、公
同
総
督
、熟
察
情
形
、備

功
罪

実
、

公
私
不
辨
、自
明
矣
、而
又
極
言
撤
兵

餉
之
不
可
。
総
督
邢
珍（
マ
マ
、

玠
）亦
言
、
応
泰
以
喪
師
釀
乱
奏
報
不
実
、
指
摘
撫
鎮
除
稷
山
・
青
山
・

蔚
山
之
損
失
多
寡
。
与
撫
鎮
諸
臣
之
罪
状

実
、
已
蒙
遣
官
会
勘
、
顕

形
可
見
、
無
容
臣
言
。
至
謂
撫
鎮
媚
清
正
而
与
講
和
事
、
亦
有
因
。
蓋

兵
不
厭
詐
、
期
於
成
功
、
可
以
戦
勝
、
則
力
用
戦
。
可
以
間
図
則
兼
用

間
。
故
古
之
用
兵
、
亦
有
以
賄
賂
間
、
有
以
親
密
間
、
有
以
文
告
間
。

従
古
、不
以
間
為
諱
。
若
忌
和
之
別
名
、而
廃
間
之
実
效
、文
法
一
執
、

動
必
掣
肘
。
况
此
酋
最
狡
、
每
遣
奸
細
、
輙
揑
造
。
臣
等
衙
門
、
假
牌

呉
惟
忠
・
李
寧
累
獲
可
驗
、
而
此
一
偽
語
、
即
可
信
以
為
真
乎
。
至
所

云
倭
止
四
・
五
万
、
我
兵
不
必
加
多
餉
、
不
必
加
積
、
節
冗
費
、
息
民
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力
、
談
之
、
至

亦
臣
等
之
所
至
願
、
但
両
敵
正
在
相
持
、
島
夷
観

望
、
以
為
去
留
、
将
士
観
望
、
以
為
進
退
、
朝
鮮
観
望
、
以
為
離
合
、

撤
之
説
、
可
令
聞
之
、
将
士
洩
之
倭
奴
乎
。
有
旨
、
着
差
出
科
臣
、

一
併
勘
奏
。

と
あ
り
、
陳
效
は
一
応
、
朝
鮮
で
監
軍
の
職
務
に
集
中
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
こ
こ
に
出
て
く
る
丁
応
泰
の
事
件
に
つ
い
て
は
す
で
に
研
究
に
蓄
積

の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が（
９
）
、
丁
応
泰
が
楊
鎬
の
不
正
を
讒
訴
す
る
事
件

は
明
軍
上
層
部
を
揺
さ
ぶ
る
事
件
と
な
っ
て
お
り
、
陳
效
は
楊
鎬
の
一
部
の

責
任
は
認
め
な
が
ら
も
、
丁
応
泰
の
詐
術
に
つ
い
て
取
り
調
べ
を
求
め
て
い

る
が
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
改
め
て
触
れ
た
い（
10
）
。

　『
明
実
録
』
万
暦
二
七
年
三
月
乙
酉
（
六
日
）
の
条
に
、

先
是
、
遼
左
出
寨
搗
巣
、
我
師
敗
績
。
御
史
陳
效
査
勘
具
奏
。
部
覆
以

聞
。
詔
贈
陣
亡
参
将
王
維
貞
・
署
都
督
同
知
都
司
金
尚
礼
署
都
督
僉

事
、
各

一
子
、
世
襲
如
例
。
仍
立
祠
、
致
祭
。
周
思
義
等
、
行
巡
撫
・

御
史
提
問
。

と
あ
り
、
同
癸
卯
（
二
四
日
）
の
条
に
、

先
是
、
勘
科
徐
観
瀾
与
督
臣
邢
玠
互
相
争
訐
。
上
以
瀾
疏
下
閣
大
学

士
。
沈
一
貫
上
言
、
二
臣
讎
恨
已
深
、
勢
如
水
火
。
今
使
之
、
共
勘
、

啓
口
矛
盾
、不
至
。
于
相
攻
相
擊
、為
外
夷
咲
不
已
也
。
夫
釈
嫌
去
忌
、

先
国
家
之
事
、
而
後
私
仇
。
非
上
聖
、
不
能
。
観
瀾
去
必
不
和
、
不
去

必
再
来
辞
、
徒
令
往
返
道
途
、

延
日
久
、
皇
上
屢
催
勘
功
、
而
終
無

奏
報
之
日
、
屢
念
将
士
而
終
無

録
之
時
矣
。
今
監
軍
物
故
。
臣
前
日

擬
将
遼
東
巡
撫
往
代
陳
效
、意
正
為
此
。
若
以
遼
按
不
可
遣
、則
及
今
、

別
遣
廷
臣
、
猶
為
得
策
。
願
皇
上
詳
决
審
処
、
以
省
後
来
之
紛

。

と
あ
り
、
同
四
月
甲
寅
（
五
日
）
の
条
に
は
、

給
事
中
楊
応
文
上
言
、
臣
奉
命
覆
勘
。
東
事
倉
卒
難
悉
。
竊
聞
、
蔚
山

等
功
罪
、
科
臣
徐
観
瀾
主
之
、
釜
山
等
功
罪
、
監
軍
陳
效
主
之
、
皆
会

同
査
勘
、
俱
有
冊
籍
文
巻
、
可
査
。
乞
勅
部
転
咨
在
事
諸
臣
、
悉
簡
冊

巻
付
臣
、
従
公
覆
覈
。
仍
請
巡
按
遼
東
御
史
王
業
弘
同
勘
。
上
命
冊
巻

査
付
御
史
、
免
差
。

と
あ
る
。
万
暦
二
七
年
三
月
、
陳
效
は
遼
東
鎮
の
遼
左
、
つ
ま
り
、
ヌ
ル
ハ

チ
に
対
す
る
討
伐
失
敗
の
監
察
報
告
を
最
後
に
亡
く
な
る
。
万
暦
二
四
年
末

か
ら
同
二
六
年
五
月
ま
で
は
遼
東
鎮
に
巡
按
山
東
監
察
御
史
が
派
遣
さ
れ
て

い
た
か
不
明
の
時
期
で
あ
る（
11
）
。
こ
れ
か
ら
考
え
れ
ば
、
陳
效
は
監
軍
御

史
と
し
て
朝
鮮
派
遣
明
軍
の
監
察
を
行
う
と
と
も
に
、
結
局
、
亡
く
な
る
ま

で
遼
東
鎮
担
当
の
巡
按
山
東
監
察
御
史
の
任
務
も
兼
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
実
際
に
朝
鮮
に
滞
在
し
、
蔚
山
等
に
お
け
る
戦
い
の
功
罪
は
徐
観

瀾
が
主
に
調
査
し
、
釜
山
等
に
お
け
る
戦
い
の
功
罪
は
陳
效
が
主
に
調
査
し

な
が
ら
も
、
共
同
で
監
察
行
為
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
陳
效

物
故
の
時
に
徐
観
瀾
と
総
督
邢
玠
と
の
間
の
不
仲
が
浮
上
す
る
。
徐
観
瀾
は

『
明
実
録
』
万
暦
二
六
年
六
月
壬
戌
（
九
日
）
の
条
に
、

　
　
差
兵
科
給
事
中
徐
観
瀾
、
往
朝
鮮
、
会
勘
東
征
功
罪
。

と
あ
る
よ
う
に
、
兵
科
左
給
事
中（
12
）
と
し
て
朝
鮮
に
派
遣
さ
れ
、
東
征
の

功
罪
の
会
勘
、
つ
ま
り
、
朝
鮮
派
遣
明
軍
の
戦
闘
に
関
わ
る
功
罪
に
つ
い
て

の
報
告
に
対
し
て
、
陳
效
と
協
力
し
て
調
査
・
報
告
を
行
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
戦
線
が
拡
が
る
朝
鮮
半
島
で
の
戦
い
で
は
、
監
軍
御
史
一
人

で
の
監
察
に
は
物
理
的
な
限
界
が
あ
り
、
徐
観
瀾
が
後
か
ら
送
り
込
ま
れ
て

来
た
の
で
あ
っ
た
。
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三
、
杜
潜
の
派
遣

　
杜
潜
は
万
暦
二
六
年
五
月
に
萊
州
知
府
か
ら
陝
西
按
察
副
使
と
な
り
、
同

八
月
に
河
南
按
察
副
使
に
移
り（
13
）
、
万
暦
二
七
年
五
月
、
監
軍
副
使
と
し

て
朝
鮮
に
赴
い
た
も
の
で
あ
る
。

　『
明
実
録
』
万
暦
二
七
年
五
月
壬
戌
（
十
五
日
）
の
条
に
、

禦
倭
経
略
邢
玠
條
陳
東
征
善
後
事
宜
十
事
。
一
、
留
戎
兵
。
議
留
副
総

兵
茅
国
器
等
步
兵
一
万
五
千
、
遊
擊
季
金
等
水
兵
一
万
、
副
総
兵
解
生

等
馬
兵
五
千
、
而
撫
臣
標
下
選
兵
参
千
及
巡
捕
・
雑
流
等
、
共
計
、
合

兵
三
万
四
千
一
百
人
、
馬
三
千
匹
、
分
戍
朝
鮮
。
一
、
定
月
餉
。
官
兵

塩
菜
及
新
造

船
、
每
年
、
共
該
銀
九
十
一
万
八
千
九
百
六
十
余
両
。

各
文
武
公
費

銀
、尚
俟
酌
議
。
一
、定
本
色
。
合
用
米
豆
分
派
遼
東
・

天
津
・
山
東
等
処
、
除
起
運
及
見
貯
者
、
尽
数
催
発
外
、
另
每
年
、
分

派
米
豆
十
参
万
石
、
俟
朝
鮮
收
成
之
後
、
徐
議
停
運
。
一
、
留
司
府
議

裁
。
東
・
西
二
監
軍
、
独
留
中
路
、
海
防
道
即
以
新
推
杜
潜
改
任
。
此

外
、
第
設
一
同
知
・
一
通
判
、
以
省
多
官
之
費
。
一
、
裁
餉
司
兵
額
。

既
定
出
納
、
有
経
・
督
・
餉
司
官
相
応
議
裁
。
一
、
重
将
領
。
参
将

尚
徳
宜
復
副
総
、
守
備
姜
良
棟
・
左
聰
量
加
遊
擊
、
以
隆
責
任
、
且
示

鼓
舞
。
一
、添
巡
捕
。
自
鴨
緑
至
王
京
、自
王
京
至
釜
山
地
方
、寥
遠
、

寇
盜
克
、斥
前
議
、留
捕
兵
六
百
名
、即
以
把
総
李
開
先
・
楊
拱
二
人
、

統
之
分
地
巡
警
。
一
、
分

地
。
朝
鮮
要
害
首
釜
山
、
次
巨
済
、
次
竹

島
、
及
閑
山
・
南
海
、
応
以
水
步
兵
、
分
駐
扼
要
、
以
馬
兵
居
中
、
馳

援
、
而
総
兵
李
承
勛
駐

安
東
、
提
衡
水
陸
之
衝
、
至
於
明
斥
堠
、
謹

烽
火
。
如
加
徳
・
天
城
・
絶
影
島
等
処
所
、宜
設
立
烽
臺
、多
置
火
砲
、

以
使
偵
探
策
応
者
也
。
一
、
議
操
練
屯
種
。
擇
于

便
処
所
、
設
立
教

場
、
天
兵
・
麗
兵
相
兼
操
練
、
訓
以
教
師
、
将
官
月
試
為
小
操
、
鎮
道

季
臨
為
大
操
、
撫
臣
春
秋
二

為
合
操
、
酌
定
賞
格
、
以
為
鼓
舞
。
分

附

地
、
內
有
荒
蕪
。
屯
土
者
責
開
墾
・
屯
種
、
出
于
朝
鮮
牛
具
、
給

于
官
帑
、
庶
足
兵
足
食
両
得
之
矣
。
一
、
責
成
朝
鮮
・
中
国
之
兵
不
能

久
戍
。
乞
天
語
叮
嚀
、
彼
国
君
臣
亟
図
綢
繆
、
一
・
二
年
後
、
殫
力
自

完
、
使
東
征
士
卒
蚤
慰
室
家
之
思
。
事
下
部
議
。

と
あ
り
、『
明
実
録
』
万
暦
二
九
年
五
月
丁
未
（
十
日
）
の
条
に
、

　
　
陞
朝
鮮
監
軍
副
使
杜
潜
為
山
西
右
参
政
。

と
あ
り
、『
明
実
録
』
万
暦
参
十
年
二
月
丁
卯
（
四
日
）
の
条
に
、

擢
山
西
右
参
政
杜
潜
為
按
察
使
、
仍
管
地
方
事
。
以
朝
鮮
善
後
有
功
故

也
。

と
あ
る
。
杜
潜
は
河
南
按
察
副
使
か
ら
朝
鮮
に
派
遣
さ
れ
た
た
め
、
監
軍
御

史
で
は
な
く
監
軍
副
使
の
肩
書
き
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
来
、
按
察

司
は
地
方
官
の
監
察
を
業
務
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
御
史
で
な
く
と
も

差
し
支
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
杜
潜
の
実
際
の
肩
書
は
『
明
実

録
』
と
は
ず
れ
が
予
想
さ
れ
る
が
、
杜
潜
の
場
合
は
遼
東
鎮
と
の
兼
務
は
避

け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
杜
潜
が
派
遣
さ
れ
た
頃
、
朝
鮮
に
お
け
る

戦
役
は
事
実
上
、
終
結
し
て
お
り
、「
朝
鮮
の
善
後
」
と
あ
る
よ
う
に
事
後

処
理
が
任
務
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
杜
潜
が
短
時
日
に
山
西
按
察
使
ま
で
駆

け
上
が
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
偏
に
朝
鮮
に
派
遣
さ
れ
て
恙
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
前
掲
『
明
実
録
』
万
暦
二
七
年
三
月
癸
卯
（
二
四
日
）
の
条
の
原
文
は
明
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刻
本
、
沈
一
貫
撰
『
敬
事
草
』
第
四
所
収
の
言
徐
観
瀾
不
可
復
遣
勘
揭
帖
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
、

題
今
日
偶
感
不
能
入
閣
、
然
未
敢
瀆
奏
。
伏
蒙
発
本
到
臣
、
擬
票
內
、

有
勘
科
徐
観
瀾
一
本
。
辨
邢
玠
之
奏
、
及
言
不
能
復
勘
等
情
。
臣
反
覆

参
詳
、
難
于
下
筆
。
蓋
観
瀾
与
玠
等
互
相
奏
訐
、
讐
恨
已
深
、
有
如
水

火
之
異
勢
矣
。
若
不
共
聚
一
処
、
尚
可
与
之
解
和
。
今
既
責
其
共
勘
、

而
使
勢
如
水
火
之
人
聚
于
一
処
、
啓
口
容
声
、
皆
是
矛
盾
、
尚
有
何
人

居
中
調
和
、
而
了
此
大
公
案
乎
、
不
至
、
于
相
殴
相
撃
反
褻
国
体
、
為

外
夷
笑
不
已
也
。
私
仇
為
小
、国
事
為
大
、固
是
正
論
、但
釈
嫌
去
忌
、

先
国
家
之
事
、
而
後
私
仇
。
自
非
上
聖
心
腸
不
能
及
。
此
大
賢
以
下
非

所
望
矣
。
必
責
人
以
大
聖
人
之
事
了
。
東
方
一
大
公
案
以
成
就
、
不
世

之
大
勲
業
。
竊
恐
観
瀾
不
能
、
玠
等
亦
不
能
也
。
観
瀾
去
必
不
協
。
不

去
、
必
再
辞
、
徒
令
徃
返
道
途
、

延
日
月
、
是
屢
催
勘
功
、
而
終
無

奏
報
之
日
、
屢
念
将
士
、
而
終
無
恤
録
之
時
矣
。
從
来
、
敘
功
、
決
無

不
勘
之
理
。
今
監
軍
物
故
、
事
托
勘
科
。
勘
科
趦
趄
、
又
将
誰
托
、
即

使
勘
来
、
必
与
玠
等
、
大
有
異
同
。
兵
部
題
覆
、
又
将
安
従
若
。
今
再

勘
、則
将
士
皆
四
方
之
人
、一
散
不
可
復
、聚
従
何
質
正
。
若
欲
不
勘
、

則
戦
者
必
欲
従
厚
和
者
、
必
欲
從
薄
、
紛
紛
争
辨
、
何
時
可
已
。
朝
廷

処
置
、
不
当
何
以
服
人
心
、
而
杜
人
口
事
幾
之
分
在
于
今
日
不
可
不
慎

也
。
欲
另
遣
徃
勘
、雖
厳
限
、即
行
尚
須
一
月
、不
免

延
。
臣
前
日
、

擬
将
遼
東
巡
按
徃
代
陳
効
、
意
正
為
此
。
陳
効
初
亦
以
遼
東
巡
按
、
而

兼
監
軍
者
、循
此
。
旧
規
故
輒
擬
也
。
今
若
以
遼
按
不
可
遣
、則
及
今
、

另
遣
廷
臣
、
似
猶
得

不
然
、
擔
閣
愈
久
、
而
議
論
益
多
矣
。
臣
票

擬
不
難
不
過
。
慰
諭
観
瀾
、
令
其
釈
嫌
去
忌
、
仍
前
徃
勘
而
已
。
然
于

臣
私
計
甚
便
、
而
国
計
非
忠
何
則
終
難
回
観
瀾
之
成
心
、
亦
終
難

玠
等
成
心
、
而
徒
孤
。
屢
旨
催
促
之
意
、
或
反
醸
東
師
不
虞
之
変
、
則

皆
臣
今
日
依
違
苟
且
所
致
、
是
不
忠
。
故
不
敢
也
。
此
事
非
臣
下
所
能

裁
断
、
不
敢
不
言
。
臣
驚
魂
未
定
、
不
宜
復
預
東
事
。
然
頗
知
独
立
、

未
嘗
預
和
、
亦
未
嘗
預
戦
。
惟
理
是
従
。
至
于
懐
苟
且
之
心
、
以
誤
国

家
、
則
万
不
敢
願
少
輟
、
万
幾
一
加
展
転
、
勿
謂
東
事
。
已
了
勘
功
小

節
而
軽
之
、
勿
謂
成
命
。
已
頒
難
于
転
移
、
而
執
之
、
為
将
士
造
福
、

為
軍
興
惜
費
、
保
国
家
之
威
、
重
鎮
四
夷
之
観
瞻
、
詳
決
善
処
、
以
免

後
来
之
紛
紛
。
臣
為
此
、
扶
病
具
揭
詞
不
尽
情
将
徐
観
瀾
原
本
封
進
、

恭
侯
聖
諭
、
方
敢
票
擬
。
三
月
二
十
四
日
上
。

と
あ
り
、
前
述
の
陳
效
物
故
の
時
に
浮
上
し
た
徐
観
瀾
と
総
督
邢
玠
と
の
間

の
不
仲
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
陳
效
は
遼
東
鎮
に
お
け
る
巡
按
、
つ
ま

り
巡
按
山
東
監
察
御
史
の
任
に
あ
っ
て
、
監
軍
を
兼
ね
て
い
た
と
あ
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
管
轄
区
域
の
明
瞭
な
巡
按
と
軍
事
行
動
に
付
き
従
う
監

軍
と
で
は
、
共
通
し
た
監
察
内
容
を
業
務
と
す
る
と
は
言
え
、
大
き
な
違
い

が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
同
時
期
に
ボ
ハ
イ
の
反
乱
に

対
応
し
て
い
た
梅
国
禎
の
事
例
と
の
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
、
考

察
を
進
め
た
い
と
考
え
る
が（
14
）
、
陳
效
の
管
轄
区
域
は
朝
鮮
国
内
に
加
え

て
遼
東
鎮
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
万
暦
朝
鮮
の
役
と
言
え
ば
、
朝
鮮
国

内
を
戦
域
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
陳
效
か
ら
見
れ
ば
遼
東
か
ら
朝
鮮
ま
で

が
管
轄
範
囲
と
言
え
ば
範
囲
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
明
軍
の
朝
鮮
出
兵
そ
の

も
の
は
国
家
と
し
て
の
対
応
で
あ
っ
た
も
の
の
、
明
軍
は
遼
東
鎮
を
主
体
に

薊
州
・
山
東
・
天
津
等
が
連
動
す
る
形
で
の
地
域
的
に
朝
鮮
国
内
ま
で
管
轄

範
囲
を
拡
大
し
て
の
対
応
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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註（
１
）　
明
朝
の
軍
事
制
度
に
つ
い
て
は
川
越
泰
博
『
明
代
中
国
の
軍
制
と
政
治
』
国

書
刊
行
会
、
二
〇
〇
年
、
参
照
。

（
２
）　
拙
稿
「
陳
王
庭
と
張
銓
│
明
代
遼
東
監
軍
御
史
考
」『
中
央
大
学
人
文
研
紀

要
』
七
九
、
二
〇
一
四
年
。

（
３
）　
万
暦
朝
鮮
の
役
に
つ
い
て
の
明
朝
の
立
場
か
ら
の
研
究
は
、
三
木
聰「
福
建
巡

撫
許
孚
遠
の
謀
略
│
豊
臣
秀
吉
の「
征
明
」を
め
ぐ
っ
て
│
」『
人
文
科
学
研
究
』四
、

一
九
九
六
年
、「
万
暦
封
倭
考（
そ
の
一
）│
万
暦
二
二
年
五
月
の「
封
貢
」中
止
を
め

ぐ
っ
て
│
」『
北
海
道
大
学
文
学
研
究
科
紀
要
』一
〇
九
、
二
〇
〇
三
年
、
同
「「
万
暦

封
倭
考（
そ
の
二
）│
万
暦
二
十
四
年
五
月
の
九
卿
・
科
道
会
議
を
め
ぐ
っ
て
│
」『
北

海
道
大
学
文
学
研
究
科
紀
要
』一
一
三
、
二
〇
〇
四
年
、
同「
九
卿
・
科
道
会
議
は
何

処
で
開
か
れ
た
の
か
│
万
暦
封
倭
考
補
遺
」『
史
朋
』三
七
、
二
〇
〇
四
年
、
及
び
久

芳
崇「
十
六
世
紀
末
、
日
本
式
鉄
砲
の
明
朝
へ
の
伝
播
│
万
暦
朝
鮮
の
役
か
ら
播
州
楊

応
龍
の
乱
へ
」『
東
洋
学
報
』八
四
│
一
、
二
〇
〇
二
年
、
な
ど
を
参
照
。

（
４
）　『
明
実
録
』
万
暦
十
六
年
三
月
戊
申
（
二
六
日
）
の
条
に
は
、「
吏
部
・
都
察

院
題
、
考
選
行
取
博
士
・
中
書
・
行
人
推
知
等
官
、
安
文
璧
、
陳
效
、
荊
州
俊
、
霍

従
教
、
潘
士
藻
、
張
天
徳
、
陳
子
貞
、
龔
雲
致
、
梅
国
禎
、
連
標
、
王
道
増
、
周
班

爵
、
李
化
龍
、
李
光
祖
、
崔
景
栄
、
管
九
皋
、
陳
達
、
張
季
思
、
曹
楷
、
顏
洪
範
、

方
万
策
、
何
出
光
、
趙
一
鵬
、
王
麟
趾
、
陳
揚
善
、
劉
寅
、
李
自
謙
、

咨
禹
、
凡

二
十
九
人
、
各
志
行
端
謹
、
器
識
老
成
、
足
任
風
憲
之
司
、
分
註
南
北
各
道
御
史
試

職
、
張
応
登
、
丁
懋
遜
、
李
汝
相
、
李
献
可
、
任
讓
、
李
周
策
、
吳
文
梓
、
孟
養

浩
、
楊
文
煥
、
楊
恂
、
李
文
郁
、
羅
万
程
、
章
尚
学
、
李
汝
華
、
杜
華
先
、
徐
常

吉
、
凡
十
七
人
、
各
練
習
朝
常
、
豊
采
凝
重
足
任
補
救
之
司
、
分
註
南
北
各
給
事

中
。
上
如
擬
、
仍
訓
飭
靖
、
共
以
無
負
考
選
之
意
。」
と
あ
る
。

（
５
）　『
明
実
録
』
万
暦
十
六
年
八
月
壬
午
朔
（
一
日
）
の
条
に
は
、「
御
史
陳
效

奏
、
膩
夷
就
平
、 

善
後
宜
毖
都

原
設
総
兵
、
駐
建
武
所
。
今
議
移
駐
建
越
、
当
馬
湖

衝
要
敘
馬
瀘
、
旧
設
兵
備
一
道
駐
長
寧
。
近
年
裁
革
。
今
議
復
設
、
専
駐
馬
湖
、
而

敘
瀘
之
属
、
並
在
整
飭
与
建
越
。
総
戎
文
武
同
事
。
泥
溪
・
平
夷
・
蠻
夷
・
沐
川
四

長
官
司
、
延
袤
数
百
里
、
夷
漢
相
雑
徃
。
議
改
設
流
官
、
既
恐
未
便
。
不
若
即
以
額

設
同
知
一
員
、
移
鎮
賴
因
栄
丁
之
間
、
与
参
遊
共
承
兵
道
節
制
、
成
臂
指
之
局
。
此

弾
圧
之
要
図
也
。
其
次
、
議
兵
、
雷
坡
・
楊
九
乍
存
亡
未
可
知
、

叛
服
叵
測
。

先
事
為
防
、
則
栄
頼
利
、
店
梁
山
・
赤
口
・
西
河
等
処
、
設
兵
墩
堡
、
互
相
守
望
、

挑
選
土
戍
、
不
足
練
民
兵
、
以
益
之
、
是
密
協
守
、
而
杜
窺
伺
之
策
也
。
其
次
、
議

餉
。
就
復
還
侵
占
之
地
、
起
屯
募
種
糧
額
従
軽
。
因
籍
丁
壮
為

兵
、
委
官
操
練
兵

道
、
時
為
稽

、
此
寓
兵
于
農
之
法
也
。
至
建
鎮
之
孤
懸
、
瀘
江
之
烟
瘴
、
徃
来
稀

闊
、
萌

易
生
、
則
避
途
宜
急
。
今

、
叙
馬
・
嘉
峨
・
古
犍
為

筰
地
也
。
自
峨

眉
中
鎮
、
至
建
昌
、
為
青
衣
道
。
司
馬
相
如
持
節
、
開
越

所
鑿
。
嘉
靖
間
、
議
開

中
、
罷
乗
茲
安
緝
之
、
会
威
信
大
行
之
時
、
開
荒
伐
木
闢
其
故
道
使
、
建
越
沿
途
聯

絡
関
堡
。
議
兵
、
扼
守
又
一
策
也
。
而
最
要
莫
如
擇
将
、
試
思
馬
湖
往
事
非
運
籌
。

不
臧
、
第
用
兵
者
自

耳
。
昨
閱
撫
臣
報
疏
所
称
、
参
将
郭
成
等
擒
斬
多
級
、
庶
幾

将
材
宜
簡
置
蜀
辺
分
地
、
而
守
則
良
将
拔
之
歴
練
、
而
虎
豹
当
関
、
羶
裘
奪
気
矣
。

疏
下
兵
部
。」
と
あ
る
。

（
６
）　
楊
応
龍
の
反
乱
は
万
暦
朝
鮮
の
役
、
ボ
ハ
イ
の
反
乱
と
と
も
に
万
暦
三
大
征

の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
岡
野
昌
子
「
明
末
播
州
に
お
け
る
楊
応
竜
の
乱
に
つ
い
て
」

『
東
方
学
』
四
一
、
一
九
七
一
年
、
参
照
。

（
７
）　
久
芳
崇
前
掲
「
十
六
世
紀
末
、
日
本
式
鉄
砲
の
明
朝
へ
の
伝
播
│
万
暦
朝
鮮

の
役
か
ら
播
州
楊
応
龍
の
乱
へ
」
参
照
。

　

（
８
）　『
明
実
録
』
万
暦
二
五
年
六
月
甲
申
（
二
五
日
）
の
条
に
、「
復
除
科
道
官

十
一
員
劉
為
楫
・
吏
科
都
給
事
中
楊
廷
蘭
・
吏
科
左
侯
慶
遠
・
兵
科
右
項
応
祥
・
曹

大
咸
、
俱
礼
科
、
曹
楷
・
劉
曰
梧
・
陳
效
、
俱
浙
江
道
御
史
、
趙
標
河
南
道
、
馮
応

鳳
江
西
道
、
張
大
謨
湖
広
道
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
陳
效
は
こ
の
年
の
六
月
に
浙
江
道

御
史
に
任
命
さ
れ
て
い
た
。

（
９
）　
丁
応
泰
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
開
「
丁
応
泰
の
変
と
朝
鮮

│

丁
酉
倭
乱
期
に
お
け
る
朝
明
関
係
の
一
局
面
」『
朝
鮮
学
報
』
二
〇
九
、
二
〇
一
一

年
、
参
照
。

（
10
）　『
明
実
録
』
万
暦
二
七
年
二
月
辛
亥
朔
（
一
日
）
の
条
の
に
は
、「
朝
鮮
監
軍

御
史
陳
效
奏
辯
東
事
、
上
命
科
臣
、
一
併
勘
報
。」
と
あ
り
、
同
辛
未
（
二
一
日
）
の

条
は
、「
兵
部
等
衙
門
蕭
大
亨
等
会
議
言
、
諸
臣
参
詳
督
撫
二
疏
、
大
都
、
以
国
体
、

軍
情
為
重
、
竣
事
班
師
為
急
。
臣
等
竊
謂
、
主
事
丁
応
泰
、
往
年
、
初
疏
、
非
尽
無

因
。
其
在
于
今
、
堅
執
求
勝
之
私
意
、
遂
致
羅
織
之
、
太
苛
将
士
、
既
已
離
心
属

国
、
復
為
滋
懼
、
倉
卒
馳
帰
、
殊
駭
観
聴
、
諸
臣
謂
其
損
傷
国
体
。
臣
等
亦
以
為

然
、
或
令
回
籍
、
或
令
回
京
、
仰
聴
聖
明
処
分
。
其
勘
科
徐
観
瀾
宜
令
会
同
監
軍
御

史
陳
效
、
各
秉
虚
公
、
従
公
確
議
、
馳
奏
還
朝
、
方
為
不
負
。
特
遣
。
其
九
月
以

後
、
四
路
功
罪
与
夫
善
後
留
撤
兵
将
事
、
宜
俱
応
厳
行
、
督
撫
監
軍
等
官
、
速
為
勘

処
、
毋
徒
滋
議
、
以
致
虚
縻
。
至
於
朝
鮮
陪
臣
、
逡
巡
恐
懼
、
待
命
日
久
。
乞
降

勅
、
馳
慰
王
心
、
俾
曉
然
、
告
戒
国
人
、
共
仰
皇
上
日
月
之
明
、
挙
国
安
心
、
共
図

善
後
、
庶
幾
於
始
終
字
小
大
義
将
完
局
矣
。
上
曰
、
国
体
・
軍
情
、
皆
朝
廷
大
事
。
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朕
豈
以
小
臣
私
忿
、
妄
訐
、
不
念
将
士
久
戍
労
苦
与
属
国
軍
民
泣

、
苦
情
。
丁
応

泰
挙
動
乖
謬
、
幾
誤
大
事
。
姑
令
回
籍
聴
勘
。
徐
観
瀾
奉
有
専
命
、
還
赴
王
京
、
会

勘
務
須
秉
公
持
正
、
以
将
任
使
、
一
面
行
督
撫
詳
列
四
路
功
罪
、
善
後
、
留
撤
事
、

宜
星
夜
馳
奏
朝
鮮
王
、
你
部
裏
移
咨
慰
諭
俾
知
。
朕
始
終
字
小
徳
意
、
仍
令
戒
諭
国

人
、
益
堅
恭
順
之
節
。」
と
あ
る
。

（
11
）　
拙
著
『
明
代
遼
東
と
朝
鮮
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
四
年
、
参
照
。

（
12
）　『
明
実
録
』
万
暦
二
六
年
十
二
月
庚
午
（
十
九
日
）
の
条
に
、「

勘
東
征
。

兵
科
左
給
事
中
徐
観
瀾
上
言
、
狡
酋
啓
釁
、
残
破
属
藩
、
蓄
詐
多
端
、
壊
叵
測
。
我

皇
上
大
発
帑
金
、
大
徵
士
馬
、
固
望
直
搗
、
長
駆
滅
此
、
而
朝
食
也
。
仮
令
擒

酋

于
海
上
、
梟
魁
首
于

街
、
詎
不

与
。
乃
王
師
久
頓
外
疆
、
清
・
行
二
酋
竟
逃
誅

。
臣
与
文
武
将
吏
俱
不
得
辞
其
責
矣
。
今
幸
倭
衆
尽
帰
。
属
藩
不
失
旧
物
。
此
社

稷
之
霊
、
国
家
之
福
、
陛
下
之
神
武
所
致
也
。
東
征
将
士
追
亡
逐
北
、
雖
有
斬
獲
、

戦
勝
攻
取
、
未
合
兵
機
。
若
欲
貪
天
功
、
以
為
己
力
、
大
張
勳
伐
、
遠
勒
威
名
。
臣

身
在
戎
行
、
目
擊
其
事
、
則
何
敢
欺
。
至
於
師
中
、
積
蠹

外
虚
文
、
則
尤
有
可
歎

者
。
臣

核
東
路
、
甫
完
四
営
、
陣
亡
兵
数
且
近
二
千
、
軍
士
呼
天
擁
告
、
弊
端
種

種
、
臣
未
勘
者
、
尚
十
五
営
。
其
奸
弊
不
知
更
何
如
也
。
臣
釐
奸
剔
蠹
、
不
敢
遠
避

嫌
怨
、
以
妨
軍
政
。
若
乃
當
今
所
最
急
者
、
在
善
後
之
図
。
蓋
関
酋
果
死
、
則
倭
不

復
来
、
即
来
。
在
数
年
之
後
、
我
水
陸
両
兵
、
酌
留
二
万
、
即
可
扼
釜
山
・
閑
山
等

島
、
而
本
折
二
餉
量
責
之
朝
鮮
可
也
。
至
如
卒
伍
、
不
畏
偏
赬
、
不
畏
大
帥
、
啼
饑

号
寒
、
何
謀
不
逞
、
下
怨
上
憤
、
何
変
不
生
。
若
遷
延
時
日
、
尚
不
撤
還
、
不
但
中

国
称

、
朝
鮮
亦
称

、
不
但
中
国
憂
乱
、
朝
鮮
亦
憂
乱
矣
。
乞
勅
兵
部
亟
咨
督
撫

二
臣
、
速
議
班
師
及
留
兵
善
後
長
策
、
永
杜
後
艱
、
庶
不
負
扶
危
、
字
小
之
仁
矣
。

章
下
兵
部
。」
と
あ
る
。

（
13
）　『
明
実
録
』
万
暦
二
十
六
年
五
月
甲
午
（
十
日
）
の
条
に
、「
陞
湖
広
参
議
陳
所

蘊
為
河
南
副
使
、
広
西
知
府
盧
泮
為
四
川
副
使
、
広
東
参
議
周
応
治
為
雲
南
副
使
、

湖
広
参
議
丁
継
嗣
・
興
化
知
府
陳
王
庭
、
俱
江
西
副
使
、
山
東
参
議
盧
伝
元
・
萊
州

知
府
杜
潜
・
杭
州
知
府
季
東
魯
、
俱
陜
西
副
使
、
永
昌
知
府
陳
応
魁
・
韶
州
知
府
謝

台
卿
、
俱
広
西
副
使
、
刑
部
員
外
郎
林
掖
章
為
湖
広
僉
事
。」
と
あ
り
、
同
八
月
丙
子

（
二
三
日
）
の
条
に
、「
陞
陜
西
右
布
政
沈
九
疇
為
江
西
左
布
政
、
河
南
右
布
政
応
存
卓

為
貴
州
左
布
政
、
陝
西
副
使
杜
潜
為
河
南
副
使
、
原
任
副
使
秦
大

仍
為
陝
西
副
使
。」

と
あ
る
。

（
14
）　
岡
野
昌
子
「
万
暦
二
十
年
寧
夏
兵
変
」
小
野
和
子
編
『
明
末
清
初
の
社
会
と
文

化
』、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
六
年
。

【
謝
辞
】
二
〇
一
八
年
一
二
月
二
二
日
に
開
催
さ
れ
た
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
越
境

す
る
東
ア
ジ
ア
：
一
六
世
紀
後
半
│
一
七
世
紀
前
半
を
中
心
に
」
に
お
い
て
、
ブ
リ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
許
南
麟
氏
、
寧
波
大
学
の
鄭
潔
西
氏
、
韓
国
軍
事
博

物
館
の
イ
サ
ン
ホ
ン
氏
よ
り
懇
切
な
ご
助
言
を
頂
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
謝
辞
を

申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
こ
の
方
面
に
お
け
る
国
際
協
力
が
よ
り
一
層
進
展
す
る
こ

と
を
祈
念
す
る
。
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